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規　　　　　則

　福岡市公園条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布する。

　　令和８年５月11日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　　髙　　島　　宗　一　郎

福岡市規則第51号

　　　福岡市公園条例施行規則の一部を改正する規則

　福岡市公園条例施行規則（昭和33年福岡市規則第21号）の一部を次のように改正する。

　第２条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（行為の制限）」を付する。

　第３条を次のように改める。

第３条　条例第４条第４項に規定する同条第１項各号（第４号に限る。）に掲げる行為が

公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合とは、次の各号のいずれにも該当す

る場合とする。

　⑴　当該行為が他人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は他人に精神的苦

痛、恐怖若しくは著しい不安を与えるものでない場合であつて、公園の設置目的に沿

つた利用である場合若しくは当該行為を行う場所、時間及び面積が公衆の公園の利用

に支障を及ぼさない場合

　⑵　前号に掲げるもののほか、公園の管理上支障がない場合

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。
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